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～障害福祉サービス施設・事業所等～ 
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問合せ先 

 申請手続きに関する御質問・御連絡は以下コールセンターで対応します。 

○埼玉県新型コロナウイルス感染症障害福祉慰労金・支援金コールセンター 

・電話番号 ０１２０－５１０－４４２ 

（受付時間 平日の 9 時から 17 時 30 分） 

・電子メール info@saitamasyogai-kyufu.com 

※ 慰労金について、２０万円を支給する対象者がいる場合、申請する前に

コールセンターに連絡してください。 

 国保連の障害者総合支援電子請求受付システムの使用方法等に関する御質問・御連絡

は以下のヘルプデスクで対応します。 

○ 障害者総合支援電子請求ヘルプデスク 

 電話番号 ０５７０－０５９－４０３ 

 受付時間 令和２年７月～令和２年８月 平 日 10 時～20 時 

                    土日祝 10 時～17 時 

      令和２年９月～令和３年３月 平 日 10 時～17 時 
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1. 交付申請の手続き 

1.1 申請方法・申請受付期間の確認 

（１） 申請方法 

・ 障害福祉サービス施設・事業所等（以下「施設等」という。）のうち、障害福祉

サービス等報酬を各都道府県の国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）

に請求可能な施設等においては、申請書等に必要事項を記載の上、国保連の「電

子請求受付システム」によりインターネット申請してください。 

・ なお、本事業の助成金や慰労金（以下「助成金等」という。）は、施設等ごとの

申請のほか、同一法人の異なる事業所番号の事業所や同一事業所番号で複数のサ

ービスを行う事業所（いずれも同一県内のものに限る。）の申請を取りまとめて申

請すること（以下「法人一括申請」という。）が可能です。いずれの場合も、助成

金等は事業所番号ごとに支払われます。 

・ 施設等の申請は、原則として、各施設等で１回を想定していますが、追加申請

が必要な場合には上限額の範囲内で複数回申請することも可能です。 

＜以下のケースは、都道府県に直接申請＞ 

・ 国保連に登録されている口座が債権譲渡されている又は差押えされている施

設等からの助成金等の申請 

・ 国保連に対して報酬請求を行っていない施設等や地域生活支援事業所からの助成

金等の申請 

・ 退職者等については最後に所属していた施設等での申請を考えているが、連絡

先を把握できない場合など、一括して申請を行うことができない職員からの慰

労金の申請 

・ 国立・公立の施設等で適当な勘定項目がないなど予算措置等の関係から代理受

領が行えない事業所等に勤務する職員からの慰労金の申請 

    ※ 都道府県への申請方法は、都道府県ごとに定められた方法によります。 

 

 

（２） 申請受付期間について 

・ 国保連による受付は、以下の期間を予定しており、当該受付期間における国保

連の営業時間内に到着した分について、都道府県における審査・交付決定を経て、

原則として、翌月末までに国保連から各施設等に対し、助成金等が支払われます。 

直接申請の受付は令和２年１０月１日から開始します。申請方法は後日お知らせします。 
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（初  回）７月 29 日から 31 日 

（８月以降）毎月 1 日から末日まで 

・ 本事業は令和２年度予算による事業であるため、年度内執行の制約上、国保連

による受付は、令和３年 1 月末までの申請受付分（2 月末支払）が最終となりま

す。 

・ 慰労金については、令和 2 年 11 月末までの申請受付分（12 月末支払）が最終

となります。 

 

（３） 慰労金の給付について 

・ 慰労金について、支給対象者は勤務先（派遣、業務委託職員については、対象

となる障害福祉サービス施設・事業所等。以下同じ。）に代理請求・受領委任状を

提出し、勤務先が受給希望者を取りまとめの上で申請します。 

・ 支給対象者のうち離職等により現に従事していない方については、原則として、

当時従事していた勤務先を通じて申請します。 

・ なお、勤務先を通じた申請が困難な場合は、個人で都道府県に直接申請するこ

とも可能です。個別申請を行う者については、過去在籍していた施設等における

勤務期間等の証明を取得した上で都道府県に申請いただきます。 
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1.2 申請書等の入手 

・ 申請書等を以下のホームページからダウンロードしてください。 

・ また、慰労金の申請に当たっては、職員等より「慰労金代理請求・受領申請書（職

員用）」の提出を受ける必要がありますので、こちらもダウンロードしてください。 

・ なお、慰労金代理請求・受領申請書（職員用）は、申請する際には送付いただく必

要はありません。 

○埼玉県ホームページ： 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/jigyoushamukeosirase/020728.html 

 

＜申請書等の構成＞ 

ⅰ 申請書【法人単位で１枚】※１ 

ⅱ 様式１ 事業所・施設別申請額一覧【法人単位で１枚】※１ 

ⅲ 様式２ 事業実施計画書【事業所ごとに１枚】 

ⅳ 様式３ 障害福祉慰労金受給職員表【法人単位で１枚】※２ 

※１ 複数の都道府県に事業所を有する法人の場合は、都道府県単位でとりまとめを行うこと 

※２ 法人単位で取りまとめ、法人における全ての慰労金受給者の情報を一覧として下さ

い。 

注 国保連は、当該様式の記載情報を元に支払を行うシステムとなっているため、施設

等において、本マニュアルにない変更・加工をしないで下さい。 

 

1.3 入力から申請までの手順  

次のページの表の作業フローに従い、申請書等へ入力を行います。同一法人で県内に

複数の施設等を有する場合は施設等（法人本部）が各施設等の様式を取りまとめて、都

道府県または国保連に申請を行います。 
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＜作業フロー＞ 

手順 施設・事業所等（法人本部）の作業 各事業所の作業 

1 本 Excel を各事業所に配布し、以下の様式への記入を依頼 

・様式２（個票） 

・様式３（職員表） 

  

2   以下の作業を行った上で、事業者（法人本部）へ返送 

【様式２（個票）】 

・水色セル：必要情報を入力 

・緑色セル：プルダウンから選択 

【様式３（職員表）】 

・当該事業所の従事者から、慰労金代理請求・受領委任状を受領 

・当該委任状の提出のあった職員について、様式３に取りまとめ

(青色及び緑色のセルに入力) 

3 各事業所の個票のシートを１つの Excel ファイルに集約し、個票

シート名を「個票●」（●は１からの通し番号）に修正 

  

4 各事業所の様式３（職員表）を法人単位で一覧表として取りまとめ 

兼務する複数の障害福祉サービス施設・事業所等から重複して申請

している者がいないかを確認 

※氏名（漢字、カナ）、生年月日が一致する者がいる場合、「重複申

請者確認用」欄に「可」と表示されません。 

※記入欄が不足する場合は、6 行目～85 行目を行ごとコピーし、

86 行目に右クリック→「コピーしたセルの挿入」で挿入。 

  

5 様式２（個票）の内容が、様式１（申請額一覧）に正しく反映され

ていることを確認 

※15 事業所以上ある場合には 6 行目～15 行目を行ごとコピーし、

16 行目に右クリック→「コピーしたセルの挿入」で挿入すること。 

  

6 申請書に、申請者の法人名、代表者名、日付、提出先（埼玉県知事）

を入力 

  

7 Excel ファイル名を代表となる事業所の事業所番号に変更し、各都

道府県の国保連に送付 

  

 

 

 

 

 

 

  

申請書ファイルの中のシート別に、申請書、様式１（申請額

一覧）、様式２（個票）、様式３（職員表）が入っていま

す。 
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〇申請額と内訳は、個票の情報をもとに自動的
に入力されます 

〇申請日、申請先、申請者、申請内容に関する
問い合わせ先を入力します。 

○押印は不要です。 

事業所で記載が必要な項目 自動的に出力される項目 

申請書（手順６） 
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（様式１）事業所・施設別申請額一覧

障害福祉慰労金

20万円

対象者の
有無

感染対策費用

助成事業
（多機能型居室

を除く。）

感染対策費用

助成事業
（多機能型居室

に限る。）

個別再開支援
助成事業

再開環境整備
助成事業

合計

1

2

3

4

5

No. 事業所番号事業所・施設名 サービス種別 住所
代表となる

法人名
審査

結果
電話番号

補助予定額（千円）

様式１ 事業所・施設別申請額一覧（手順５） 

○国保連からの支払は様式１の情報をもとに事業所番号単位で行われます。 
〇個票の情報が別添に自動的に入力され、別添の情報を事業所番号単位で集計し、様式１に自動入力されます。 
〇個票の枚数と別添の事業所数が一致しない場合、Excel の欄外にエラー表示がされます。個票名などに誤りがないか確認して下さい。 

○「審査結果」は都道府県が使用する項目なので、入力・変更しないで下さい。 
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【様式１の記入例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式１）事業所・施設別申請額一覧

障害福祉慰労金
20万円

対象者の
有無

感染対策費用
助成事業

（多機能型居室
を除く。）

感染対策費用
助成事業

（多機能型居室
に限る。）

個別再開支
援

助成事業

再開環境整
備

助成事業
合計

1 生活介護たかさご 1199000001 生活介護 ０４８－８３０－００００ 埼玉県 さいたま市浦和区高砂０－０－０ 社会福祉法人○○会 151 151

2 就労サポートあおき 1199000002 就労継続支援Ｂ型 ０４８－８３０－００００ 埼玉県 川口市青木０－０－０ 社会福祉法人○○会 151 151

3 ※この欄に「○」が表示されない場合、本表の事業所数と個票の枚数が一致していません。

4 　個票のシート名に誤りがないか確認して下さい。

No. 事業所番号事業所・施設名 サービス種別

○

住所
代表となる

法人名
審査
結果

電話番号

補助予定額（千円）

様式１については様式２のデ

ータから自動表示されるため、

直接入力する欄はありません。 

この黄色のセルに○が表示されていればＯＫです。 

もし○が表示されていない場合は、様式１の事業所

数と個票の数が一致していません。 

個票のシート名に誤りが無いかなど確認してください。 

記入例の場合、様式１の事業所数が２か所（生活介護たかさごと就

労サポートあおき）であり、個票のシート数も個票 1 と個票 2 の２つで

あり、一致しているので○が表示されています。 
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（様式２）

住所

提供サービス（プルダウンから選択）

 障害福祉慰労金事業　→　1を記載   感染対策徹底支援事業　→ 2-1,2-2を記載

 個別再開支援助成事業　→ 3を記載 　再開環境整備助成事業　→ 4を記載

１．障害福祉慰労金事業  ※対象職員の氏名等について、様式３を作成すること。

慰労金の区分・人数 人 人 振込手数料 （千円未満切捨）

2-1．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業 今回申請分②

（多機能型簡易居室の設置に要する費用を除く。） 既申請分

【感染拡大防止対策やサービスの提供体制の確保のための経費】 年度合計額

賃金・報酬

謝金

会議費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

2-2．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業

（多機能型簡易居室の設置に要する費用に限る。）

工事請負費

原材料費

需用費

役務費

旅費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

3．在宅サービス、計画相談支援及び障害児相談支援事業所による利用者への再開支援への助成事業

4．在宅サービス、計画相談支援及び障害児相談支援における 今回申請分④

環境整備への助成事業 既申請分

【在宅サービス事業所における環境整備のための経費】 年度合計額

賃金・報酬

謝金

会議費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

#N/A 千円

0

用途・品目・数量等

千円

#N/A 千円 千円申請額

円 対象利用者数 人

千円#N/A

千円

千円

人

人

科目 所要額（円）

申請額③

障害児相談支援 2,500 円 対象利用者数

利用者1人当たり単価（計画相談支援及び障害児相談支援以外共通） 2,000 円 対象利用者数

計画相談支援 1,500

#N/A 千円

補助上限額 申

請

額

科目 用途・品目・数量等

千円

#N/A 千円

所要額（円）

千円

20万円対象 0 5万円対象 0

職員数
(派遣含む)

定員 人

事業区分

#N/A補助上限額 申

請

額

人

千円

#N/A 千円

申請額①

口座情報

0

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）に関する事業実施計画書

施設概要

事業所名称

所在地
都道府県名

連絡先
電話番号 担当部署名

事業所番号

支出予定額

国保連合会に登録されている口座情報を本事業の振込に使用することに同意する

国保連合会に登録されている口座は債権譲渡されていない

本事業は原則、国保連合会のシステムを活用しての交付を予定して

いま す。（債権譲渡がある場合等を除く ）

債権譲渡されていない場合は、左欄に✔を入れて下さい。

※債権譲渡されている場合、都道府県に申請して下さい。

0

科目 所要額（円） 用途・品目・数量等

補助上限額

様式２ 事業実施計画書（手順１、２，３、５） 

〇慰労金の人数は、様式３職員表の情報をもとに自動的に入力されます。 
○補助上限額は、当該事業所における年度上限額です。複数回申請する場

合は、年度合計額が補助上限額を超えないようにして下さい。 

〇エクセルの欄外右側にある注釈も確認しながら色付きセルに入力して
下さい。（緑セル：プルダウン 水色セル：直接入力） 

○債権譲渡あり事業所は、都道府県に直接申請して下さい。 

注 個票シート名の変更を必ず行って下さい。 

例）１事業所の申請→個票１ 

   複数事業所の申請→１つの Excel ファイルに集約し、個票● 

（●は１からの通し番号）に修正 
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【様式２の記入例】（慰労金の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式２）

住所

提供サービス（プルダウンから選択）

 障害福祉慰労金事業　→　1を記載   感染対策徹底支援事業　→ 2-1,2-2を記載

 個別再開支援助成事業　→ 3を記載 　再開環境整備助成事業　→ 4を記載

１．障害福祉慰労金事業  ※対象職員の氏名等について、様式３を作成すること。

慰労金の区分・人数 人 人 振込手数料 （千円未満切捨）1 千円20万円対象 0 5万円対象 3

20職員数
(派遣含む)

定員 20 人生活介護

事業区分

人

151 千円申請額①

口座情報

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）に関する事業実施計画書

施設概要

事業所名称

所在地
都道府県名

埼玉県 
連絡先

電話番号 担当部署名

さいたま市浦和区高砂０－０－０ ０４８－８３０－００００

1199000001 生活介護たかさご事業所番号

支出予定額

✔

✔

国保連合会に登録されている口座情報を本事業の振込に使用することに同意する

国保連合会に登録されている口座は債権譲渡されていない

本事業は原則、国保連合会のシステムを活用しての交付を予定して

いま す。（債権譲渡がある場合等を除く ）

債権譲渡されていない場合は、左欄に✔を入れて下さい。

※債権譲渡されている場合、都道府県に申請して下さい。

この欄に入力する事業所番号と、提供サービスの種類に基づ

き、様式３のデータから様式２の慰労金の区分・人数欄に人

数を自動表示するので間違えないように入力してください。 

慰労金の申請の場合チェックを入れます。 

国保連から振込みの場合チェックを入れます。 

債権譲渡されていない

場合チェックを入れます。 

様式３のデータに基づき自動表示されます。 

（様式２）

住所

提供サービス（プルダウンから選択）

 障害福祉慰労金事業　→　1を記載   感染対策徹底支援事業　→ 2-1,2-2を記載

 個別再開支援助成事業　→ 3を記載 　再開環境整備助成事業　→ 4を記載

１．障害福祉慰労金事業  ※対象職員の氏名等について、様式３を作成すること。

慰労金の区分・人数 人 人 振込手数料 （千円未満切捨）

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）に関する事業実施計画書

施設概要

事業所番号 1199000002 事業所名称 就労サポートあおき

所在地
都道府県名

連絡先
電話番号 担当部署名

埼玉県 川口市青木０－０－０ ０４８－８３０－００００

人

事業区分

口座情報

国保連合会に登録されている口座情報を本事業の振込に使用することに同意する ✔
本事業は原則、国保連合会のシステムを活用しての交付を予定して

いま す。（債権譲渡がある場合等を除く ）

就労継続支援Ｂ型 定員 20 人 職員数
(派遣含む)

10

20万円対象 0 5万円対象 3 1 千円

国保連合会に登録されている口座は債権譲渡されていない ✔
債権譲渡されていない場合は、左欄に✔を入れて下さい。

※債権譲渡されている場合、都道府県に申請して下さい。

支出予定額

申請額① 151 千円

様式２のシートの名前は、個票 1、個票 2、

個票 3・・・ と、通し番号にしてください。 

様式２は事業所ごとに

作成し、申請書ファイル

の中の別シートで保存

します。 

記入例の場合、「生活

介護たかさご」が個票 1

に、「就労サポートあお

き」が個票 2 になってい

ます。 

慰労金の振込みに係る振込手数料の額について

は直接入力してください。 

千円未満を切り捨てた額を入力してください。 
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【様式２の記入例】（助成金の場合） 

 

 

 

 

 

提供サービス（プルダウンから選択）

 障害福祉慰労金事業　→　1を記載   感染対策徹底支援事業　→ 2-1,2-2を記載

 個別再開支援助成事業　→ 3を記載 　再開環境整備助成事業　→ 4を記載

人

事業区分

施設入所支援 定員 50 人 職員数
(派遣含む)

40

2-1．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業 今回申請分②

（多機能型簡易居室の設置に要する費用を除く。） 既申請分

【感染拡大防止対策やサービスの提供体制の確保のための経費】 年度合計額

賃金・報酬

謝金

会議費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

2-2．感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業

（多機能型簡易居室の設置に要する費用に限る。）

工事請負費

原材料費

需用費

役務費

旅費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

3．在宅サービス、計画相談支援及び障害児相談支援事業所による利用者への再開支援への助成事業

4．在宅サービス、計画相談支援及び障害児相談支援における 今回申請分④

環境整備への助成事業 既申請分

【在宅サービス事業所における環境整備のための経費】 年度合計額

賃金・報酬

謝金

会議費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

合計

（注）2-1．、2-2．及び４．の事業の申請額は、補助上限額と所要額を比較していずれか低い方の額が入力される。

0

科目 所要額（円） 用途・品目・数量等

補助上限額 申
請

額

千円

0 千円
千円

千円

障害児相談支援 2,500 円 対象利用者数 人

計画相談支援 1,500 円 対象利用者数 人

申請額③ 千円

利用者1人当たり単価（計画相談支援及び障害児相談支援以外共通） 2,000 円 対象利用者数 人

2,000,000

2,950,000

950,000

申請額 2,950 千円

科目 所要額（円） 用途・品目・数量等

200,000

1,200,000

補助上限額

3000 千円

800,000

科目 所要額（円） 用途・品目・数量等

200,000

補助上限額 申
請

額

1,200 千円

1215 千円
千円

1,200 千円

提供サービスを選択し、申請する事業区分にチェック。補助上限額は自動入力されます。 

記入例の場合、提供サービスが「施設入所支援」のため、対象外となる補

助事業区分の金額は０円となります。 

この欄の記入内容で審査を行

うので、経費の内容は必ず記

入してください。 

同一事業所番号で複数のサービス実施の場合、サービスごとに１枚作成。 
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（様式３）障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）

※　本表は法人単位でまとめて記載すること。法人一括申請を行わずに事業所ごとに申請する場合も同様の取扱いとします。（本表の記載内容は、同一法人であれば同一となります。）

事業所番号 提供サービス 事業所・施設の名称 施設区分 対応区分

他の施設等との

期間通算がある
場合その施設名

委任状の
有無

他法人で
の慰労金
の申請の

有無

業務委託

による
従事者

重複

申請者
確認用

支払年月日
（西暦）

支払金額

1
2
3
4
5

支払い実績確認事項

本人の住所

主たる勤務先

慰労金
(万円)

氏名（漢字） 氏名（全角カナ） 生年月日（西暦）

分類

様式３ 障害福祉慰労金受給職員表（手順１､２､４） 

○エクセルの欄上にある注釈も確認しながら色付きセルに入力して下さい。（緑セル：プルダウン 水色セル：直接入力） 
○本表は、法人単位で取りまとめ、法人における全ての慰労金受給者の情報を一覧として下さい。（全国規模の法人の場合は、重複申請が無
いことを確認の上で、申請先の都道府県分の受給者一覧でも可） 

○「主たる勤務先」が、当該職員に対する慰労金の支給先となります。 
事業所単位で申請する場合も同様です。（同一法人の事業所は、都道府県に提出する本表の内容は共通となります。） 

○慰労金の申請に当たっては、事業所は職員に対し、以下の確認等を行って下さい。（「確認事項」各欄） 
（１）委任状の取得 

・ 慰労金は職員本人に支給するものであり、事業所等が申請するためには、代理受領委任状が必要です。 
・ 受給対象となる職員数に応じて概算で申請し、申請後に代理受領委任状を取得することも可能です。（申請段階では本欄が｢無｣の 
場合もあります。ただし、実績報告では全ての職員が「有」であることが必要です。） 

（２）他法人での慰労金の申請の有無 
・ 代理受領委任状が提出されている場合には、「無」として下さい。 

（３）業務委託による従事者 
・ 該当する従事者がいる場合には、「該当」を選択して下さい。 

（４）重複申請者確認 
・ 「氏名（漢字、カナ）」「生年月日」が一致する職員がいる場合には、「重複申請者確認用」欄に「可」と表示されません。 
・ 重複申請者がいないことを確認し、別人物である場合には、「重複申請者確認用」欄に「可」を直接入力して下さい。 

○慰労金を職員に支給した場合には、支払実績を記入して下さい。（申請段階では空欄で構いません。実績報告では記載が必要です。） 

○「施設区分」と「対応区分」を選択すると、「慰労金」欄に当該職員に対する慰労金の額が表示されます。 
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【様式３の記入例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式３）障害福祉慰労金受給職員表（法人単位）

※　本表は法人単位でまとめて記載すること。法人一括申請を行わずに事業所ごとに申請する場合も同様の取扱いとします。（本表の記載内容は、同一法人であれば同一となります。）

事業所番号 提供サービス 事業所・施設の名称 施設区分 対応区分

他の施設等との

期間通算がある
場合その施設名

委任状の

有無

他法人で

の慰労金

の申請の
有無

業務委託

による
従事者

重複

申請者
確認用

支払年月日

（西暦）
支払金額

1 上尾太郎 アゲオタロウ 1950年1月1日 上尾市本町１－１－１ 1199000001 生活介護 生活介護たかさご その他の施設 対象期間に10日以上勤務 5 あり なし

2 朝霞花子 アサカハアコ 1960年2月2日 朝霞市本町２－２－２ 1199000001 生活介護 生活介護たかさご その他の施設 対象期間に10日以上勤務 5 あり なし 可

3 春日部次郎 カスカベジロウ 1970年3月3日 春日部市本町３－３－３ 1199000001 生活介護 生活介護たかさご その他の施設 対象期間に10日以上勤務 就労サポートあおき 5 あり なし 該当 可

4 久喜幸 クキミユキ 1980年4月4日 久喜市本町４－４－４ 1199000002 就労継続支援Ｂ型 就労サポートあおき その他の施設 対象期間に10日以上勤務 5 あり なし 可

5 坂戸三郎 サカドサブロウ 1990年5月5日 坂戸市本町５－５－５ 1199000002 就労継続支援Ｂ型 就労サポートあおき その他の施設 対象期間に10日以上勤務 5 あり なし 可

6 上尾太郎 アゲオタロウ 1950年1月1日 桶川市本町６－６－６ 1199000002 就労継続支援Ｂ型 就労サポートあおき その他の施設 対象期間に10日以上勤務 5 あり なし

支払い実績確認事項

本人の住所

主たる勤務先

慰労金
(万円)

氏名（漢字） 氏名（全角カナ） 生年月日（西暦）

分類

事業所番号と提

供サービスの種類

に基づき、様式２

の 「 慰 労 金 の 区

分・人数」欄に自

動的に人数が入り

ます。 

氏名と生年月日が同一の人がいる

場合（記入例では１の職員と６の

職員）空欄となります。 

別人である場合は、この欄に「可」を

直接入力してください。 

直接雇用ではなく、

業務委託による従事

者の場合は、この欄

の「該当」を選択して

ください。 

様式３については

事業所ごとに作成

したものを、法人

本部で一つのシー

トにまとめてくださ

い。 

複数の事業所を兼務してい

る職員については、主たる勤

務先で記入した事業所が慰

労金の支給先となります。 

施設区分と対応区

分を選択すると、自

動的に慰労金の額

が表示されます。 

慰労金の支給額が２０万円となる職員がいる場

合は、申請前にコールセンターに連絡してください。 

 

○埼玉県障害福祉慰労金・支援金コールセンター 

電話番号 ０４４－７５１－０４０２ 

（受付時間 平日の 9 時から 17 時 30 分） 
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様式１１－１ 

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 

代理請求・代理受領委任状 

 

令和  年  月  日 

（宛先） 

 埼玉県知事 

 

委任者 住  所 〒           

                                     

氏  名           印 

電話番号    （   ）    

 

 私は、下記の事項を確認・承諾し、 法人名・代表者名 を代理受領者と定め、

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害分）実施要綱の規定により、

慰労金の請求及び受領に関する権限を委任します。 

 

記 

１ 慰労金申請額 金５０，０００円 

 

２ 私は、医療・介護・障害の慰労金について、他の障害福祉サービス施設・

事業所等及び医療機関等からの給付申請や都道府県への給付申請を行いませ

ん。 

 

３ 当該慰労金について、複数回の受給を行った場合には、速やかに返還する

ことを誓約します。 

 

（注意事項） 

 ・ この委任状は、慰労金を代理受領する職員ごとに作成して下さい。 

 ・ 障害福祉サービス施設・事業所等は、この委任状を法人単位で取りまとめて、様式

３（障害福祉慰労金受給職員表）を作成し、障害福祉サービス施設・事業所等が所在

する都道府県知事に提出して下さい。 

 ・ この委任状は、都道府県への提出は不要です。ただし、慰労金の代理受領を証する

ものとして、都道府県からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、法人本部

又は障害福祉サービス施設・事業所等において、適切に保管しなければなりません。 

代理請求・受領委任状（手順２） 

５万円用 

２０万円の場合は２０万円
用の様式を使用してください。 

２０万円用の様式は２０万円用と
なっています。金額は変更しないこと。 
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記載例 

慰労金を受け取る職員本人の氏名、住所、電話番号を記載してください。 

慰労金を職員に支払う法人の法人名称

と代表者氏名を記載してください。 

この法人と、県に交付申請する法人が一

致している必要があります。 

この委任状は、交付申請の際に県に提出する必要はありません。 

ただし、令和７年度末（令和８年３月末）まで、法人内で保管しておく必要があります。 

慰労金を受け取る職員の方が押印してください。 
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1.4 申請書等の提出（エクセルファイル） 

・ 申請書等について、国保連の受付開始は、7 月 29 日からです。 

・ 8 月以降の申請書等の受付期間は、毎月 1 日から月末までとなります（最終受付締

切は、令和 3 年 1 月末の予定）。 

・ また、施設等への助成金等の振込は、国保連における申請書等の受付の翌月下旬と

なる予定です。 

・ なお、施設等の申請は、原則として、各施設等で１回を想定していますが、追加申

請が必要な場合には上限額の範囲内で複数回申請することも可能です。 

 

○ 電子請求受付システムによるインターネット申請 

（詳細は、7 月 20 日頃に電子請求受付システムのお知らせに掲載される操作手順書をご

確認ください。） 

・ 「電子請求受付システム」に、障害福祉サービス等報酬の請求で使用している ID・

パスワードによりログインし、本事業の申請画面にアクセスしていただき、提出用のフ

ァイルをアップロードしてください。 

【留意事項】 

・ 代理人のユーザ ID による申請は不可であり、事業所のユーザＩＤで申請を行います。 

・ 請求ソフトは不要です。 

・ 申請書のアップロードの際、電子証明書は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申請書を作成し、【交付金申請】画面に

申請書をアップロードします。 

申請書は、月末の締め切り日まで、変

更、または取り下げることができま

す。 

申請が正常に処理されると、申請年月

の翌月中に支払通知が届く。 

支払通知は、対象のお知らせの【お知

らせ表示】画面に添付ファイルとして

登録されます。 

国保連の振込みから

2 か月以内にコール

センターへ実績報告

書を提出してくださ

い。 

申請は翌月 1 日 0 時に締め切られます。 

締め切り後、申請書は[前月までの交付金申

請履歴]から確認できます。 

[前月までの交付金申請履歴]に表示されて

いる申請書を取り下げることはできません。 
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・ なお、通常のサービス費を代理人請求で行っている施設等についても ID、パス

ワードは払い出されていますが、時間経過等によるパスワードの紛失が想定されま

す。再発行の手続きは国保連合会で実施していますが、再発行申請が集中する場合

など、時間がかかる可能性があります。パスワード紛失時の申請方法は都道府県・

国保連による事業内容のアナウンスをご確認ください。 

 

2.助成金等の交付決定、振込み 

2.1 交付決定 

・ 提出された申請書等について、都道府県が内容を確認します。助成金等の交付決定

が行われた場合、国保連（提出先が都道府県の場合は都道府県）から、施設等に交付

決定通知が送付されます。 

・ 申請書に不備がある場合や、国保連に登録されている口座が債権譲渡されているに

も関わらず国保連に申請した場合には、都道府県が必要に応じ、施設等へ連絡するこ

とがあります。 

 

2.2 助成金等の振込み 

（１） 申請書を国保連に提出した場合 

国保連から施設等に振込通知が送付された上で、障害福祉サービス等報酬の振込

用に登録されている口座に助成金等が振り込まれます。 

（２） 都道府県に提出した場合 

都道府県から、施設等に振込通知が送付された上で、施設等の口座に助成金等が振

り込まれます。 

 

なお、慰労金については、速やかに職員が受け取れるようご配慮をお願いします。 

 

3. 精算手続き・証拠書類の保管 

3.1 精算手続き（概算額での申請の場合） 

施設等は、助成金の執行や慰労金の職員（派遣労働者や業務委託受託者職員分も含む）

への給付が終わったのち、都道府県に対し実績報告書（※）を提出します。なお、支出内

容を証明する書類（領収書、振込記録等）は、都道府県から求めがあった場合には速やか

に提出することを前提として、法人本部や各事業所において適切に保管することとし、都

道府県への提出を要しません。 
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施設等が、慰労金を職員に振り込む際に必要と見込まれる振込手数料についても申請可

能となっているため、慰労金給付後に残額が生じた場合には、都道府県との精算手続きに

おいて当該残額を返還することになります。 

（※）実績報告書の様式は申請書の国様式について、「交付申請書」を「実績報告書」と、

「申請額」、「所要額」及び「補助予定額」を「支払済額」と読み替えて使用すること

を想定。 

 

3.2 証拠書類の保管 

助成金等に係る収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了

後５年間保管して下さい。（令和 7 年度末(令和 8 年 3 月末)まで）ただし、事業により取

得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の財産がある場合は、交付要綱の定め

るところにより、補助事業実施期間後であっても、財産処分制限期間においては、助成金

等の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付や、担保に供する処分、廃棄等を

することはできません。 

会計検査等の際、証拠書類の原本が確認できない場合は、助成金等の返還を求められる

場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管して下さい。 

 

4． お問い合わせ 

電話問い合わせ窓口を以下のとおり、設置しています。 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話お問合せ窓口 

（電話番号）03－5253－1111（内線 7096、7097） 

（受付時間）平日の 9 時 30 分～18 時 

※７月末までの設置を予定 

 

○埼玉県新型コロナウイルス感染症障害福祉慰労金・支援金コールセンター 

 申請手続きに関する御質問・御連絡は以下コールセンターで対応します。 

・電話番号 ０４４－７５１－０４０２ 

（受付時間 平日の 9 時から 17 時 30 分） 
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○ 障害者総合支援電子請求ヘルプデスク 

 国保連のオンラインシステムを通じた手続きについて問合せに対応します。 

 電話番号 ０５７０－０５９－４０３ 

 受付時間 令和２年７月～令和２年８月 平 日 10 時～20 時 

                    土日祝 10 時～17 時 

      令和２年９月～令和３年３月 平 日 10 時～17 時 

 対応内容 障害者総合支援電子請求受付システムの使用方法等について事

業所からの問い合わせ対応を行う。 

 

 

 

 

5． パンフレット 

 事業のパンフレットを作成しておりますので、法人内の施設等向けの広報にご活用くだ

さい。 

 パンフレットは厚生労働省のウェブサイトに PDF ファイルで掲載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00148.html 
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6． Ｑ＆Ａ 

 

問１ 1.1(1)に「施設等の申請は、原則として、各施設等で１回を想定していますが、追

加申請が必要な場合には上限額の範囲内で複数回申請することも可能です。」とある

ので異なる費用であれば複数回申請してもよいのか。 

 

答 全ての補助金を一括で申請することも可能ですが、申請の準備に時間がかかり、申請が

遅れることも考えらえます。 

 複数回の申請も可能ですので、各施設等の事情に応じて申請をしてください。 

 

【申請例】 

（１）全て一括で申請する場合の例 

８月 国保連 

 Ａ法人 

・慰労金 

・感染対策徹底支援事業 

・サービス再開支援事業 

 

（２）事業ごとに申請する場合の例 

８月 国保連 
 Ｂ法人 

・慰労金 

９月 国保連 
 Ｂ法人 

・感染対策徹底支援事業 

１０月 国保連 
 Ｂ法人 

・サービス再開支援事業 

 

（３）追加申請する場合の例（慰労金） 

８月 国保連 
 Ｃ法人 

・慰労金（職員 50 人分申請） 

９月 国保連 

 Ｃ法人 

・慰労金（申請漏れのあった職員

20 人分追加申請） 

 

申請 

申請 

申請 

申請 

申請 

申請 
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（４）追加申請する場合の例（感染症対策徹底支援事業） 

８月 国保連 

 Ｄ法人（施設入所支援） 

・感染対策徹底支援事業 

 （申請額 80 万円） 

10 月 国保連 

 Ｄ法人（施設入所支援） 

・感染対策徹底支援事業 

（補助上限額 1,215 万円の範囲 

 内で追加申請） 

 

 

問２ 厚生労働省作成のＱ＆Ａの 26 では、業務委託受託者の対象者への慰労金の支給に

ついて「施設・事業所が業務受託業者と調整の上、施設・事業所から対象者に直接支

払うこととなります。」とあるが、どのような調整を行う必要があるのか。 

 

答 施設・事業所から業務受託業者に対し、該当する対象者に慰労金を支給する旨を連絡し

ます。業務受託業者は、当該対象者が他の施設・事業所でも業務を行っている場合は、重

複して支給されることが無いよう、該当の施設・事業所に連絡してください。 

 

【参考例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請 

申請 

Ａ法人 
Ｂ事業所 

Ｃ法人 
Ｄ事業所 

業務受託業者 
（Ｂ事業所とＤ事業所の 

清掃業務を受託） 

Ｘ
さ
ん 

Ｙ
さ
ん 

Ｚ
さ
ん 

Ｘ
さ
ん 

Ｙ
さ
ん 

Ｚ
さ
ん 

Ｙ
さ
ん 

①ＸさんとＹさん
に慰労金を支給
します。と連絡。 

②Ｙさんは、Ｂ事業
所から慰労金が支

給されます。と連絡。 

Ｂ事業所の清掃業務に、
ＸさんとＹさんを派遣 

Ｄ事業所の清掃業務に、
ＹさんとＺさんを派遣 

慰労金 

③ＸさんとＹさん
に慰労金を支給。 

慰労金 

④Ｚさんに慰労金
を支給。 
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問３ 職員への慰労金については、地域生活支援事業の地域活動支援センターや日中一

時支援事業なども対象になるとのこと。 

 当法人では、障害福祉サービス事業に加え、地域活動支援センターも運営してい

る。 

 この場合、慰労金について、障害福祉サービス事業所分の申請に併せて地域活動支

援センター分も国保連に請求できるのか。 

 

答 可能です。同一法人内で障害福祉サービスの指定事業所と地域生活支援事業の両方を

行っている場合は、地域生活支援事業の対象職員について指定事業所が代理請求・受領委

任状（様式１１－１）の提出を受けた上で指定事業所が作成する障害福祉慰労金受給職員

表（様式３）に掲載し申請することが可能です。 

 なお、障害福祉慰労金受給職員表における「主たる勤務先」欄については、代理受領委

任状の提出を受けた指定事業所の事業所番号、提供サービス、名称を入力してください。 

 また法人本部において、地域生活支援事業の職員について、どの指定事業所分として申

請したのか把握し、都道府県から問合せがあった場合は答えられるようにしておいてく

ださい。 

 

 

問４ 感染症対策徹底支援事業、個別再開支援助成事業、再開環境整備助成事業について

は、研修動画の視聴が義務付けられている。 

 この研修動画は必ず視聴しなければならないのか。 

 

答 この研修動画は、福祉施設における新型コロナウイルス感染症対策を効果的に実施す

るために作成したものです。補助金を申請するに当たって、研修動画の視聴が前提となっ

ております。 

 感染症対策徹底支援事業等の助成事業を効果的に利用するためにも、ぜひ研修動画を

視聴の上、感染防止対策を講じていただくようお願いします。 

 次の URL からアクセスして視聴してください。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/index.html 

 申請の際には、様式２事業実施計画書の「5. 研修受講の確認」に、研修受講の有無の

チェック欄がありますので、動画を視聴した場合はチェックを入れてください。 
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問５ 当事業所は、障害福祉サービスと介護サービスの指定を受けており、職員も両サー

ビスの事業を兼務している。 

 この場合、慰労金は、障害の分と介護の分、両方からもらえるのか。 

 

答 できません。 

 慰労金は１人の職員について、医療分野、介護分野、障害福祉分野のいずれか一つのみ

受給できます。 

 そのため障害と介護の事業を兼務する職員がいる場合は、どちらか一方の慰労金のみ

申請してください。 

 

 

問６ 法人の役員も慰労金の対象となるのか。 

 

答 法人の役員も、次の①②に該当していれば慰労金の対象となります。 

① 障害福祉施設・事業所に令和 2 年 2 月 1 日から 6 月 30 日までの間に、通算して 10

日以上勤務していたこと。 

② 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状

況下で働いていたこと。 

 ただし、理事等の役員は、他の法人の理事を兼職している場合もあるかと思いますので、

その際は、重複して申請することのないよう御留意ください。 

 

 

問７ 当事業所は、職員が感染疑いで 1 週間休業した。慰労金は 20 万円となるのか。 

 

答 慰労金が２０万円となるのは、利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接

触者となった場合のみです。 
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問８ 慰労金は、給与に合算して職員の口座に振り込んでよいか。 

 

答 慰労金は、所得税法の非課税規定に基づき非課税所得となるため、給与等とは別に振り

込むようにしてください。また慰労金から源泉徴収をしないでください。 

 

問９ 助成事業（サービス提供支援・再開支援）における、多機能型事業所とはなにか。 

 

答 多機能型事業所とは、指定生活介護、指定自立訓練（機能訓練）、指定自立訓練（生活

訓練）、指定就労移行支援、指定就労継続支援 A 型及び指定就労継続支援 B 型並びに指定

児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児

童発達支援、指定保育所等訪問支援の事業のうち２つ以上の事業を一体的に行うことを

いう。 

 

問１０ 同一事業所で複数のサービスの指定を受けている場合、上限額は基準単価の合

計額となるのか、いずれか高いほうとなるのか。 

 

答１ 多機能型事業所の場合は、該当するいずれかのサービスに係る基準単価を用いるこ

ととなる。 

答２ 多機能型事業所以外で複数サービスを実施している場合（例：居宅介護・重度訪問介

護）は、それぞれのサービスについて基準単価まで申請が可能である。 

 

問１１ 共生型や、基準該当事業所として、介護と障害の指定を受けている場合、介護の

補助金と障害の補助金の両方の申請が可能か。 

 

答 介護か障害のいずれかのサービスに係る基準単価を用いて申請することとなる。 

 


